
　

我
々
大
日
本
生
産
党
は
、
第
二
次
安
倍
政
権
発
足
直
後
の
平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
付
に

て
、
当
時
東
日
本
大
震
災
後
に
お
け
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
未
曽
有
の
「
人
災
」

に
他
な
ら
な
い
事
実
を
指
摘
し
、
抗
議
及
び
要
請
を
政
府
・
関
係
省
庁
・
電
力
事
業
者
に
向
け

て
送
付
し
、
抜
本
的
再
構
築
を
な
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
求
し
た
。

　

し
か
し
、
現
在
に
至
る
も
放
射
性
物
質
拡
散
の
事
態
は
収
束
せ
ず
、
被
災
地
の
復
興
支
援
は

停
滞
し
て
お
り
、
そ
れ
ば
か
り
か
尚
も
国
民
に
「
復
興
支
援
税
」
な
る
重
税
を
加
え
た
。
国
策

で
始
め
た
原
子
力
発
電
所
の
責
任
は
細
分
化
し
て
、
役
に
立
た
な
い
原
子
力
規
制
委
員
会
・
国
・

県
・
立
地
町
の
み
の
再
稼
働
基
準
で
構
成
し
、
再
び
安
全
と
安
心
の
区
別
も
付
け
ず
、
更
に
あ

ろ
う
こ
と
か
順
次
、
無
責
任
な
電
力
事
業
者
と
結
託
し
て
「
ま
ず
再
稼
働
」
あ
り
き
と
し
か
思

え
ぬ
対
策
を
進
め
る
と
は
言
語
道
断
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
た
、
米
国
ト
ラ
ン
プ
新
政
権
の
発
足
後
に
懸
念
さ
れ
る
我
が
国
の
外
交
政
策
、
ロ
シ
ア
と

の
領
土
問
題
で
の
不
首
尾
、
中
国
に
よ
る
尖
閣
諸
島
海
域
に
於
け
る
挑
発
行
動
、
韓
国
の
無
礼

極
ま
る
合
意
破
棄
、
等
々
今
後
国
難
に
至
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
に
国
難
課
題
に
対
す
る
抗
議
並
び
に
要
請
内
容
を
明
確
に
し
た
い
。

　

一
、
原
発
再
稼
働
問
題

　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
で
の
炉
心
爆
発
事
故
以
来
全
国
に
あ
る
十
七
カ
所
の
原
子
力
発
電

所
の
稼
働
状
況
を
み
る
と
、
目
下
関
西
電
力
の
大
飯
三
号
機
・
四
号
機
が
営
業
運
転
中
で
あ
る
。

本
来
、
原
子
力
発
電
所
の
【
運
転
開
始
に
よ
る
安
全
と
安
心
】
は
別
の
見
地
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
審
査
と
該
当
県
・
市
町
村
の
判
断
に
て
再
稼
働
を
さ
せ
る
の
は
、

政
府
の
無
策
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
地
震
・
津
波
・
台
風
な
ど
天

災
事
変
ば
か
り
で
は
な
い
。
既
存
の
原
子
力
発
電
所
の
炉
心
を
中
心
と
し
た
施
設
の
経
年
劣
化

に
よ
る
事
故
や
、
外
部
か
ら
の
攻
撃
・
破
壊
工
作
に
よ
る
事
故
な
ど
、
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
「
想
定
外
」
の
事
態
が
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
九
州
電

力
は
、四
月
に
復
活
さ
せ
る
「
原
子
力
発
電
本
部
」
の
本
部
長
に
、中
村
明
常
務
執
行
役
員
を
【
原

発
本
部
長
】
に
起
用
す
る
役
員
人
事
を
決
め
た
。
同
氏
は
二
〇
一
一
年
当
時
、
古
川
康
知
事
と

の
間
で
推
進
派
を
装
っ
た
、【
や
ら
せ
メ
ー
ル
調
査
問
題
】
で
玄
海
原
子
力
プ
ル
サ
ー
マ
ル
発
電

内
外
に
於
け
る
国
難
課
題
に
対
す
る
抗
議
及
び
要
請
書
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導
入
に
関
す
る
資
料
を
部
下
に
命
じ
て
破
棄
さ
せ
た
張
本
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
本
問
題
を

追
及
し
て
き
た
佐
賀
県
議
会
や
市
民
団
体
も
猛
反
発
し
て
い
る
。

〈
要
請
〉

　

現
在
ま
で
の
国
の
機
関
で
の
対
応
策
は
、
事
故
後
の
避
難
訓
練
ひ
と
つ
を
注
視
し
て
も
、
事

故
を
想
定
し
て
の
避
難
集
合
や
配
置
完
備
で
の
訓
練
ば
か
り
で
あ
り
、
予
知
な
き
事
故
発
生
時

に
関
し
て
は
機
能
不
全
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
以
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
原
子
力
発

電
所
の
立
地
す
る
一
〇
〜
二
〇
キ
ロ
圏
内
で
の
住
民
に
対
す
る
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布
・
避
難
路
の

確
保
・
緊
急
無
線
機
の
配
備
・
避
難
所
の
区
割
り
等
を
見
て
も
、
不
測
の
事
態
に
対
応
で
き
る

対
策
と
は
到
底
言
え
な
い
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
経
験
を
無
駄
に
し
た
対
応
不
備

策
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
り
、
至
急
こ
の
現
実
を
改
善
さ
れ
た
い
。

　

二
、
米
国
ト
ラ
ン
プ
政
権
発
足
に
伴
う
混
乱

　
　

米
国
は
ト
ラ
ン
プ
新
政
権
の
大
統
領
令
に
よ
り
【
Ｔ
Ｐ
Ｐ
か
ら
永
久
離
脱
】
を
表
明
し
た
。

　

米
政
府
に
対
し
て
、
わ
が
国
政
府
は
自
動
車
輸
出
の
促
進
や
貿
易
赤
字
削
減
に
向
け
二
国
間

協
議
を
し
て
い
る
が
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
自
動
車
を
中
心
と
し
て
日
米
貿
易
摩
擦
の
解
消

に
「
米
国
第
一
主
義
」
で
市
場
解
放
を
要
求
し
、
厳
し
い
対
日
要
求
を
突
き
付
け
て
来
る
の
は

必
然
で
あ
る
。
米
政
権
が
求
め
る
二
国
間
協
議
は
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
以
上
の
市
場
解
放
を
迫
る
も
の
と
思

わ
れ
、
日
本
政
府
の
み
が
こ
れ
を
楽
観
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な
い
。
日
本
国
内
で

は
既
に
Ｊ
Ａ
団
体
組
織
の
民
営
化
に
着
手
し
て
お
り
、
国
内
食
糧
生
産
力
の
調
整
に
伴
う
保
障

制
度
の
確
保
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　

も
は
や
カ
ナ
ダ
と
メ
キ
シ
コ
は
米
政
権
よ
り
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ【
北
米
自
由
貿
易
協
定
】
の
再
交
渉

を
突
き
付
け
ら
れ
て
お
り
、
米
国
抜
き
の
十
一
カ
国
で
新
た
な
協
定
を
模
索
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
も
貿
易
は
死
活
的
問
題
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
含
む
多
国
間
と
の
新
協
定
締

結
等
は
実
現
可
能
の
要
素
は
無
に
等
し
い
。

　
〈
要　

請
〉

　

我
が
国
政
府
は
、
尖
閣
諸
島
の
安
保
第
五
条
適
用
範
囲
と
対
中
姿
勢
の
相
互
確
認
で
、
防
衛

問
題
に
関
し
て
は
取
り
敢
え
ず
外
交
上
良
い
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
は
「
実
業
家
」
に
し
て
「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
合
理
性
と
実
利
な
し
と
判
断

す
れ
ば
一
夜
に
し
て
方
針
を
変
更
す
る
危
険
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
は
過
去
の
外
交

事
例
を
重
視
せ
ず
、
毅
然
と
日
本
第
一
主
義
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
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三
、
日
ロ
外
交
問
題
に
関
し
て

　

日
ロ
首
脳
会
談
は
、
北
方
領
土
の
返
還
問
題
が
ま
た
も
棚
上
げ
と
な
っ
た
。
共
同
経
済
活
動

や
元
島
民
の
自
由
訪
問
の
拡
大
、
外
務
・
防
衛
担
当
閣
僚
会
合
「
２
プ
ラ
ス
２
」
等
は
別
段
新

し
い
も
の
で
は
な
い
。
抑
々
一
九
九
八
年
に
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
（
当
時
）
か
ら
の
提
案
事
項

で
あ
っ
た
が
、
法
的
整
備
等
が
難
し
く
日
本
側
が
拒
否
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
回
安
倍
総
理

が
打
ち
出
し
た
考
え
は
、
領
土
問
題
を
棚
上
げ
し
て
意
味
の
な
い
共
同
経
済
活
動
を
開
始
す
る

「
再
確
認
」
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
、
実
り
の
無
い
会
談
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
、
今
後
ロ
シ
ア
へ
の
制
裁
が
軟
化
す
る
要
素
が
あ
り
、
原
油
安
が
Ｏ

Ｐ
Ｅ
Ｃ
石
油
輸
出
国
機
構
の
減
産
合
意
で
原
油
高
へ
と
転
じ
れ
ば
、
政
治
経
済
の
両
面
で
ロ
シ

ア
と
っ
て
転
機
と
な
り
、
ロ
シ
ア
が
北
方
領
土
問
題
で
譲
歩
し
て
ま
で
日
本
政
府
か
ら
経
済
協

力
を
引
き
出
す
必
要
性
が
無
い
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

ロ
シ
ア
は
中
国
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
も
国
境
問
題
を
抱
え
て
い
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
中
国
と

の
国
境
を
画
定
さ
せ
、
二
〇
一
〇
年
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
も
決
着
し
た
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
対
ノ

ル
ウ
ェ
ー
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
に
は
外
交
政
策
に
於
い
て
自
国
の
主
権
を

貫
く
覚
悟
が
明
確
で
あ
り
、
当
事
国
の
指
導
者
が
閣
僚
や
官
僚
と
共
に
一
体
と
な
っ
て
、
領
土

問
題
を
解
決
す
る
行
動
力
が
違
う
。
外
交
事
例
に
惑
わ
さ
れ
な
い
当
事
国
間
の
問
題
解
決
の
意

欲
が
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
〈
要　

請
〉

　

か
く
て
安
倍
総
理
と
外
務
省
の
対
ソ
外
交
の
読
み
は
、
見
事
に
打
ち
砕
か
れ
た
の
で
あ
る
。

約
七
〇
年
前
に
日
ソ
中
立
条
約
を
一
方
的
に
破
棄
さ
れ
不
当
に
占
領
さ
れ
た
北
方
領
土
問
題
は
、

日
本
政
府
の
度
重
な
る
外
交
政
策
の
失
態
で
あ
る
と
痛
感
し
、
我
が
国
の
固
有
の
領
土
を
返
還

さ
せ
る
交
渉
を
粘
り
強
く
画
策
す
る
よ
り
も
、
断
固
奪
還
せ
し
め
る
対
応
策
を
明
確
に
せ
よ
。

　

四
、
中
国
の
露
骨
な
対
日
策
動

　

中
国
の
「
覇
権
主
義
」
に
対
し
て
は
、本
来
日
本
政
府
が
毅
然
と
対
峙
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
現
在
ま
で
の
流
れ
を
見
れ
ば
、「
無
能
の
水
産
庁
」
と
、「
対
処
能
力
と
権
限
が
不
足

し
た
海
上
保
安
庁
」
だ
け
で
尖
閣
諸
島
か
ら
南
鳥
島
ま
で
の
広
大
な
海
域
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。

中
国
は
海
洋
警
察
や
中
国
空
海
軍
等
々
で
領
海
を
脅
か
し
続
け
、
徐
々
に
領
海
侵
犯
を
正
当
化

す
る
行
動
に
出
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
中
で
矢
面
に
立
つ
当
事
者
は
石
垣
島
や
八
重
山
諸
島
の
島
民
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。漁
業
権
の
確
保
が
揺
ら
ぎ
だ
し
、中
国
の
退
役
軍
人
が
仮
装
し
た
漁
船
団（
海
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上
民
兵
）
が
広
大
な
海
域
に
船
を
入
れ
替
わ
り
派
遣
し
て
、
海
洋
覇
権
主
義
が
既
成
事
実
し
て

き
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
我
が
国
に
対
す
る
文
化
侵
略
は
深
刻
で
あ
る
。
福
田
康
夫
首
相
の
時
代
に
入
国
条

件
を
緩
め
た
こ
と
か
ら
国
内
の
中
国
人
は
増
加
の
一
途
を
辿
り
、
帰
化
し
て
公
務
員
へ
の
就
職
、

選
挙
出
馬
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
所
謂
「
民
泊
」
が
不
良
中
国
人
の
巣
窟
と
な
り
つ
つ
あ
り
、

地
方
自
治
は
崩
壊
寸
前
で
あ
る
。
東
京
五
輪
に
向
け
「
お
も
て
な
し
」
な
ど
と
い
う
戯
言
を
弄

し
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。

　
〈
抗
議
お
よ
び
要
請
〉

　

無
念
な
が
ら
現
在
ま
で
の
日
本
政
府
に
於
け
る
対
応
は
弱
腰
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
相
手

は
公
然
と
歴
史
的
事
実
を
否
定
し
て
国
軍
を
以
て
威
嚇
し
て
お
り
、
こ
こ
に
き
て
話
し
合
い
等

を
提
示
し
外
交
解
決
を
論
じ
て
も
な
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
北
方
領
土
・
竹
島
・
尖
閣
諸
島

等
の
領
土
問
題
は
、
自
国
の
威
厳
と
正
当
性
を
以
て
対
峙
す
る
行
動
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
外
交

事
例
と
圧
力
に
屈
す
る
構
図
で
は
失
地
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
尖
閣
諸

島
を
好
機
と
し
て
領
土
を
死
守
す
る
覚
悟
を
内
外
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

　

東
京
五
輪
を
前
に
増
加
す
る
不
良
外
国
人
を
取
り
締
ま
る
た
め
、
法
を
効
果
的
に
適
用
し
て
、

国
民
の
生
活
文
化
、
治
安
を
守
る
方
針
を
徹
底
さ
れ
た
い
。

　

五
、
韓
国
に
よ
る
日
韓
合
意
破
棄

　

韓
国
の
朴
槿
恵
政
権
は
、
大
統
領
の
失
態
に
よ
り
も
は
や
機
能
停
止
状
態
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
我
が
国
と
締
結
し
た
条
約
（
合
意
）
を
弊
履
の
如
く
破
棄
す
る
暴
挙
に
で
た
。

　

こ
れ
は
論
じ
る
だ
け
も
不
愉
快
だ
が
、
一
九
六
五
年
の
「
日
韓
基
本
条
約
」
で
我
が
国
は
巨

額
の
援
助
資
金（
無
償
三
億
ド
ル
、有
償
政
府
借
款
二
億
ド
ル
、民
間
借
款
三
億
ド
ル
）を
拠
出
し
、

韓
国
側
は
請
求
権
を
放
棄
し
た
。
こ
れ
を
以
て
両
国
は
国
・
国
民
の
財
産
・
権
利
及
び
利
益
並

び
に
両
締
結
国
及
び
国
民
の
間
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
は
、
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ

た
。
即
ち
個
別
請
求
権
の
放
棄
【
賠
償
請
求
】
は
全
て
解
決
済
み
で
あ
る
。
こ
の
八
億
ド
ル
（
当

時
の
韓
国
の
国
家
予
算
の
二
倍
額
に
当
た
る
）
を
日
本
は
既
に
支
払
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
現

在
に
至
る
ま
で
事
後
も
韓
国
か
ら
「
賠
償
要
求
」
は
続
い
た
。
安
倍
総
理
は
昨
平
成
二
十
七
（
二

〇
一
五
）
年
「
最
終
的
か
つ
不
可
逆
的
解
決
」
と
嘯
き
十
億
円
を
拠
出
し
て
ま
で
締
結
し
た
日

韓
合
意
で
あ
っ
た
が
、
日
本
大
使
館
前
の
慰
安
婦
像
は
撤
去
さ
れ
る
こ
と
な
く
メ
ン
ツ
丸
潰
れ

で
破
棄
さ
れ
た
。
韓
国
政
府
・
国
民
に
は
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
二
十
二
条
）
等
の
意
味
も
意
義
も

通
用
し
な
い
。
日
本
政
府
と
し
て
は
大
使
の
一
時
帰
国
と
い
う
対
応
策
で
お
茶
を
濁
そ
う
と
し
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て
い
る
が
、
言
語
道
断
の
対
応
で
あ
る
。

　　
〈
抗
議
お
よ
び
要
請
〉

　

こ
こ
ま
で
来
る
と
日
本
政
府
は
、
全
世
界
の
国
々
か
ら
「
恫
喝
す
れ
ば
多
額
の
賠
償
を
搾
取

で
き
る
存
在
」
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
国
の
主
権
が
懸
か
っ
た
外
交
条
約
を
根
幹
か
ら

否
定
さ
れ
続
け
、
六
十
年
間
も
謝
罪
し
賠
償
金
を
払
い
続
け
る
な
ら
、
日
本
国
民
は
奴
隷
と
同

じ
で
あ
る
。
安
倍
総
理
大
臣
と
外
務
省
官
僚
は
、
即
刻
国
民
に
対
し
て
失
態
を
謝
罪
し
、
韓
国

政
府
に
対
し
て
十
億
円
の
返
還
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、【
国
交
断
絶
】
も
辞
せ
ず
と
の
意
志
を

伝
え
よ
。

　

さ
ら
に
時
期
大
統
領
と
目
さ
れ
る
文
在
寅
は
、
本
人
の
意
志
に
拘
わ
ら
ず
中
国
に
よ
る
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
期
に
及
ん
で
韓
国
が
赤
化
す
る
こ
と
で
半
島
が
火
薬
庫
と
な

る
可
能
性
が
あ
り
、
我
が
国
政
府
は
確
と
腹
を
括
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
防
衛
を
国
際
的
に
意
思
表

示
さ
れ
た
い
。

　

以
上
の
抗
議
及
び
要
請
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
日
本
国
の
主
権
と
誇
り
を
取
り
戻
す
対
応
を

期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
日
本
生
産
党
本
部

　

内
閣
総
理
大
臣　
　

　
　
　

安　

倍　

晋　

三　

殿
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